
※　減免とは： 機械系や電気・電子系の大学等を卒業した者

　△とは： 車体・電子制御装置整備士は、分解整備の対象となる原

　　動機を除く認証を受けた事業場に限り、国土交通大臣が指定し

　　た講習を終了した場合には、整備主任者を担えることができる

自動車整備士の割合

①特定整備事業　従業員の1/4以上

②指定事業　従業員の1/3以上
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整備士数に含むことができる資格者
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特定整備

車体・電子整備士

電気・男子整備士
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１級整備士

車体・電子制御装置整備士

電気・電子制御装置整備士

新整備士名称 経験年数 〔資格取得者〕

3級自動車整備士

２級自動車整備士

１級自動車整備士

〔現在の名称〕

２級ガソリン整備士

２級ジーゼル整備士
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３ジーゼル整備士

３シャシ整備士
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新整備士名称と実務経験年数
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３級ガソリン整備士

３級ジーゼル整備士

３級シャシ整備士

２級シャシ整備士
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